
 

 

 

 

 

   西脇市国民保護計画の修正について  

 

 

 

西脇市国民保護計画の修正概要  

 

⑴  市民への情報伝達手段に全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を追加  

 

⑵  統計情報等の軽微な修正  

 資料３ 



西脇市国民保護計画 

1 

 

頁 改  正  後 頁 現     行 

 

 

 

 

 

 

5頁 

 

 

 

 

 

 

 

9頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9頁 

 

 

 

 

 

西脇市国民保護計画 

第１編 総論 

第１章・第２章 （略） 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 （略） 

１ 関係機関の事務又は業務の大綱 

  国民保護措置について、県、市、自衛隊、指定地方行政機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関は、おおむね次に掲げる業務

を処理する。 

 （略） 

【指定公共機関等】 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

（略） 

［運送事業者］ （略） 

 ⑴～⑶ （略） 

⑷ 鉄道事業者 

 （指定公共機関） （略） 

 （指定地方公共機関）北近畿タンゴ鉄道㈱、神戸高速鉄

道㈱、神戸新交通㈱、神戸電鉄㈱、(一財)神戸すまい

まちづくり公社、山陽電気鉄道㈱、智頭急行㈱、ＷＩ

ＬＬＥＲＴＲＡＩＮＳ㈱、能勢電鉄㈱、北条鉄道㈱、

神戸六甲鉄道㈱ 

⑸・⑹ （略） 

［電気通信事業］ （略） 

 （指定公共機関）ＮＴＴ西日本㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバ

ンク㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＮＴＴドコモビジネス㈱ 

 

（略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

5頁 

 

 

 

 

 

 

 

9頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9頁 

 

 

 

 

 

西脇市国民保護計画 

第１編 総論 

第１章・第２章 （略） 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 （略） 

１ 関係機関の事務又は業務の大綱 

  国民保護措置について、県、市、自衛隊、指定地方行政機関、

指定公共機関及び５ｙ指定地方公共機関は、おおむね次に掲げる

業務を処理する。 

 （略） 

【指定公共機関等】 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

（略） 

［運送事業者］ （略） 

 ⑴～⑶ （略） 

⑷ 鉄道事業者 

 （指定公共機関） （略） 

 （指定地方公共機関）北近畿タンゴ鉄道㈱、神戸高速鉄

道㈱、神戸新交通㈱、神戸電鉄㈱、(一財)神戸すまい

まちづくり公社、山陽電気鉄道㈱、智頭急行㈱、ＷＩ

ＬＬＥＲＴＲＡＩＮＳ㈱、能勢電鉄㈱、北条鉄道㈱、

北神急行電鉄㈱、六甲山観光㈱ 

⑸・⑹ （略） 

［電気通信事業］ （略） 

 （指定公共機関）西日本電信電話㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフト

バンク㈱、㈱ＮＴＴドコモ、エヌ･ティ･ティコミュニケ

ーションズ㈱ 

（略） 

２ （略） 
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頁 改  正  後 頁 現     行 

 

 

 

 

12頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 （略） 

１ 地形 

 （略） 

 ＜平坦・山間区分図＞ （略） 

 ＜地目別面積＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 （略） 

１ 地形 

 （略） 

 ＜平坦・山間区分図＞ （略） 

 ＜地目別面積＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：k㎡

田 畑 宅地 山林 牧場・原野 雑種地 計

面　積 10.87 0.80 8.83 47.97 0.17 3.97 72.60

割　合 15.0% 1.1% 12.2% 66.1% 0.2% 5.5% 100.0%

<地目別面積>

（R５.１.１現在）
資料：兵庫県主要統計指標

田, 15.0%

畑, 1.1%

宅地 , 12.2%

山林, 66.1%

牧場・原野 , 0.2%

雑種地, 5.5%

地目別面積の割合
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頁 改  正  後 頁 現     行 

 

 

 

12頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13頁 

 

 

２ 気候 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12頁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13頁 

 

２ 気候 

 （略） 
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頁 改  正  後 頁 現     行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31頁 

３・４ （略） 

第５章 （略） 

第２編 日頃からの備えや予防 

第１章 組織・体制の整備等 

第１～第３ （略） 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

（略） 

１ 基本的な考え方 （略） 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

１ （略） 

２ 市民に対する情報伝達手段の整備 

  市は、武力攻撃事態等の場合、迅速に警報の内容を伝達できる

よう防災行政無線を利用した伝達体制を整備するとともに、アマ

チュア無線等の情報ボランティアの協力を得るなどして多様な通

信連絡手段の整備充実に努める。また、携帯電話のメール機能を

利用し、災害時等に緊急情報（地震情報、気象情報）や避難情報

を発信する「ひょうご防災ネット」に参画し、市民への適切な情

報伝達に努めるほか、対処に時間的余裕のない事態に関する情報

を、市民に迅速かつ確実に伝達するため、全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を整備する。 

３～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31頁 

３・４ （略） 

第５章 （略） 

第２編 日頃からの備えや予防 

第１章 組織・体制の整備等 

第１～第３ （略） 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

（略） 

１ 基本的な考え方 （略） 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

１ （略） 

２ 市民に対する情報伝達手段の整備 

  市は、武力攻撃事態等の場合、迅速に警報の内容を伝達できる

よう防災行政無線を利用した伝達体制を整備するとともに、アマ

チュア無線等の情報ボランティアの協力を得るなどして多様な通

信連絡手段の整備充実に努める。また、携帯電話のメール機能を

利用し、災害時等に緊急情報（地震情報、気象情報）や避難情報

を発信する「ひょうご防災ネット」に参画し、市民への適切な情

報伝達に努める。 

 

 

３～６ （略） 

 

 


